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午後２時32分開会 

 

○ 有城 正憲 議長  ただいまから、令和３年第１回とかち広域消防事務組合 

議会定例会を開会いたします。 

ただちに、本日の会議を開きます。 

ここで、事務局長に本日の議事日程などについて報告さ

せます。 

 

 

〇 小池 晃一 議会事務局長 

報告いたします。 

本日の出席議員は、36人であります。 

欠席の届出は、26番吉田敏男議員、30番鈴木仁志議員か

らございました。 

次に、今期定例会につきましては、組合長から去る２月

15日付けをもって、招集告示した旨の通知がありましたの

で、ただちに各議員あて通知いたしております。 

また、同日付けをもって、組合長及び監査委員に対して

説明員の出席要求をいたしております。 

次に、議案の配付について申し上げます。 

今期定例会に付議予定事件として受理しております令和

３年度とかち広域消防事務組合一般会計予算ほか６件につ

きましては、２月15日付けをもって、各議員あて送付いた

しております。 

最後に、本日の議事日程でありますが、お手元に配付の

議事日程表第１号によりご了承いただきたいと思います。 

報告は以上であります。 

 

 

○ 有城 正憲 議長 日程第１ 

会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員に、37番杉野智美議員及び１番山川秀正

議員を指名いたします。 

 

 

○ 有城 正憲 議長 日程第２ 

会期の決定についてを議題といたします。 

おはかりいたします。 

今期定例会の会期は、本日１日限りといたしたいと思い

ます。 
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これに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 議長  ご異議なしと認めますので、そのように決定いたしまし

た。 

 

 

○ 有城 正憲 議長 日程第３ 

議案第１号、令和２年度とかち広域消防事務組合一般会

計補正予算（第４号）ほか１件を一括して議題といたしま

す。 

ただちに、提案理由の説明を求めます。 

米沢則寿組合長、登壇願います。 

 

 

〇 米沢 則寿 組合長 議案第１号及び議案第６号の各案件について、一括して 

ご説明いたします。 

はじめに、議案第１号、令和２年度とかち広域消防事務

組合一般会計補正予算（第４号）のうち、歳出についてご

説明いたします。 

第15款消防費は、電気使用量の増に伴う光熱水費及び機

械器具の故障に伴う更新費用のほか、救急活動における新

型コロナウイルス感染症対策に要する経費などを追加する

ものであります。 

第20款消防施設費は、患者搬送時の新型コロナウイルス 

感染症対策用資器材の購入に要する経費を追加するほか、

施設整備に要する経費の精査などにより、予算を補正する

ものであります。 

第30款職員費は、新型コロナウイルス感染症に係る防疫

等作業手当の創設に伴い、職員手当を追加するほか、人件

費の精査などにより、予算を補正するものであります。 

次に、歳入についてご説明いたします。 

第５款分担金及び負担金は、本別町からの分担金を追加

するものであります。 

第25款繰越金は、前年度繰越金を追加するものでありま

す。 

第30款諸収入は、収入の見込みに合わせて雑入の予算を 

減額するものであります。 
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次に、繰越明許費につきましては、感染防止衣整備費ほ

か１件について、年度内に支出が終わらない見込みのため、

繰越明許費を設定するものであります。 

次に、債務負担行為につきましては、新たに清掃業務委

託を設定するものであります。 

次に、議案第６号、とかち広域消防事務組合職員給与条

例の一部改正につきましては、職員の給与制度を統一する

ため、所要の整備を行うほか、国や北海道の取扱いに準じ、

新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当の特例を

新たに定めるものであります。 

なお、既存職員等に関する特例につきましては、令和３

年４月１日に施行し、防疫等作業手当の特例につきまして

は、令和２年８月27日に遡って適用し、令和３年３月19日

に施行するものであります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

 

○ 有城 正憲 議長 これから、一括して質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 議長  別になければ、質疑を終わります。 

これから、一括して討論を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 議長  別になければ、討論を終わります。 

これから、議案第１号及び議案第６号の２件について、

一括して採決を行います。 

おはかりいたします。 

議案第１号ほか１件については、いずれも原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 議長  ご異議なしと認めますので、議案第１号ほか１件は、い

ずれも原案のとおり可決されました。 
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○ 有城 正憲 議長 日程第４ 

議案第２号、令和３年度とかち広域消防事務組合一般会

計予算ほか４件を一括して議題といたします。 

ただちに、提案理由の説明を求めます。 

米沢則寿組合長、登壇願います。 

 

 

〇 米沢 則寿 組合長 議案第２号から議案第５号まで及び議案第７号の各案件

について、一括してご説明いたします。 

はじめに、議案第２号、令和３年度とかち広域消防事務

組合一般会計予算についてご説明いたします。 

令和３年度の予算につきましては、住民の安全・安心を

守るため、効果的・効率的な組合運営に資するよう編成を

行ったところであります。 

令和３年度の予算総額は、65億2,640万5,000円で、消防

出張所整備事業に係る事業費の減などにより、前年度予算

対比３億5,994万8,000円の減となるものであります。 

次に、予算の主な内容について、歳出から順次ご説明い

たします。 

第５款議会費は、議会議員及び事務局に係る経費を計上

いたしました。 

第10款総務費は、一般管理に係る経費のほか、公平委員

会及び監査委員に係る経費を計上いたしました。 

第15款消防費は、消防局に係る経費、デジタル無線及び 

指令センターの運用管理に係る経費のほか、管内19消防署

の常備消防に係る経費を計上いたしました。 

第20款消防施設費は、各消防署の施設整備に係る経費を

計上いたしました。 

第25款公債費は、組合債の元利償還金などを計上いたし

ました。 

第30款職員費は、職員給与費を計上いたしました。 

第40款予備費は、不測の経費に対処するため、所要額を 

計上いたしました。 

次に、歳入についてご説明いたします。 

第５款分担金及び負担金は、構成市町村からの運営分担

金を計上いたしました。 

第10款使用料及び手数料は、危険物規制事務取扱手数料

を計上いたしました。 

第15款国庫支出金は、災害対応特殊救急自動車の購入に

伴う緊急消防援助隊設備整備費補助金を計上いたしました。 
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第25款繰越金は、前年度繰越金を計上いたしました。 

第30款諸収入は、預金利子や高速道路救急業務支弁金な

どを計上いたしました。 

第35款組合債は、消防車両整備事業に係る組合債を計上

いたしました。 

次に、地方債につきましては、起債の目的及び限度額な

どを定めようとするものであります。 

次に、議案第３号、とかち広域消防事務組合職員等の旅

費に関する条例制定につきましては、職員等の旅費に関し、

必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。 

次に、議案第４号、とかち広域消防事務組合運営に関す

る条例の一部改正につきましては、職員等の旅費に関する 

条例の制定に伴い、議会議員等の費用弁償について、所要

の整備をするほか、職員定数を変更するものであります。 

次に、議案第５号、とかち広域消防事務組合消防本部の

設置等に関する条例の一部改正につきましては、上士幌消

防庁舎の新築移転に伴い、上士幌消防署の位置を変更する

ものであります。 

次に、議案第７号、とかち広域消防事務組合火災予防条

例の一部改正につきましては、対象火気設備等の位置、構

造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の

制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、急速充

電設備の全出力の上限を拡大するほか、火災予防上必要な

措置を定めるものであります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  これから、一括して質疑を行います。 

37番杉野智美議員。 

 

 

〇 37番 杉野 智美 議員 

広域化後６年目の予算についてご説明がございました。

65億2,640万5,000円ということで、前年度対比３億5,994万

8,000円の減であるということでございます。この内訳を見

ますと、歳出では、全体の82.2パーセントを職員費が占め

ているとのことであります。日本最大の面積を管轄する広

域消防として、職員の皆さんが住民の生命・身体・財産を

守るという責務を全うするために消防体制の整備を進めて
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いかなければならないと、広域化をスタートさせるにあた

り、運営計画でも示されているわけです。 

広域化後、策定をするとしておりました消防力の基準で

すが、配置人員の基準に係る検討がどのように行われてき

ているのか、また、現在の職員定数と配置の状況はどうな

っているのかについて、１問目にお伺いいたします。 

もう１点ですが、職員の懲戒処分の関係についてお伺い

をいたします。先日組合内でハラスメント事案が発生し、

職員２名が停職処分となったとの報道がございました。ま

た、人事行政の運営等の状況がホームページに記載されて

おりますが、懲戒処分の状況について、令和元年度は件数

が７件、前年度対比で４件増加しているという残念な状況

が報告されてございました。その内容と理由がどういうも

のであるのか、この分析についてお伺いをしたいと思いま

す。 

以上です。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  山村信也消防局総務課長補佐。 

 

 

〇 山村 信也 消防局総務課長補佐・事務局副主幹 

はじめに、現在の職員定数の関係でございますが、組合

の職員定数は、とかち広域消防事務組合運営に関する条例

に規定されており、組合長の事務部局の職員が２名、消防

局や各消防署に配置する消防職員が698名となっております。 

次に、令和２年４月時点での職員配置状況ですけれども、

組合長の事務部局の職員が２名、消防職員につきましては、

再任用短時間勤務職員を含めまして696.5名となっておりま

す。 

次に、消防力の基準における職員配置の関係でございま

すが、警防要員として、消防ポンプ車と大型水槽車のペア

運用による消火活動や消防ポンプ車と救急車のＰＡ連携に

よる救急活動など、消防ポンプ車に５名の配置を基本とし

た効率的な部隊運用を図ります。また、予防要員を各消防

署に１名以上配置するほか、人口や職員数などに応じた総

務要員を配置することとし、消防局の職員を加えました735

名を基準とするものでございます。 

続きまして、懲戒処分の関係についてお答えさせていた

だきます。令和元年度の懲戒処分が前年度対比で増加した
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理由につきましては、法令違反については０件と、前年度

から１件減少しているものの、全体の奉仕者たるにふさわ

しくない非違行為が７件と、前年度から５件増加している

ことによるものでございます。この非違行為の内訳としま

しては、一般服務、公務外の非行及び監督責任となってお

ります。 

以上でございます。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  37番杉野智美議員。 

 

 

〇 37番 杉野 智美 議員 

職員の充足の状況について伺っていきたいと思いますが、

今回職員定数に係る条例改正が提案されております。現在

の職員定数698人を701人に、３人増員されるとのことでご

ざいますが、現在の職員定数698人に対し、現有数が696.5

人と定数を満たしていないわけなんですが、なぜ増員され

るのか、理由についてお伺いをしておきたいと思います。

また、今回策定されます消防力の基準については、配置人

員の基準数を735人とするとのことでございます。この基準

数735人と条例改正後の職員定数701人を比較しますと、34

人足りていないわけですが、これは今後どのように充足し

ていくのか、その考え方についてもお伺いをしておきたい

と思います。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  宮野裕範消防局消防救助課長。 

 

 

〇 宮野 裕範 消防局消防救助課長 

職員定数の条例改正に係る増員の理由でございますけれ

ども、消防職員の定数につきましては、消防局の配置職員

以外は各消防署に配置する職員となってございまして、各

市町村や消防署から報告を受けた人数を合算し定数を定め

ているところでございます。自賄い方式の現状では、各消

防署の職員の配置・採用につきましては、各市町村が決定

することとなってございまして、退職者の状況、当該年度

における事業量、長期の消防学校派遣の有無、財政状況な

ど、様々な状況から総合的に判断されているものと認識し
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ているところでございます。今回の条例改正につきまして

は、次年度の職員採用予定について各消防署から報告を受

けまして、配置職員数を増員する消防署があるなど、組合

全体として定数を超える見込みとなりましたことから、配

置予定の消防職員数701人に合わせて定数を改正するもので

ございます。 

私からの説明は以上でございます。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  37番杉野智美議員。 

 

 

〇 37番 杉野 智美 議員 

消防職員の定数についての考え方と現状をお伺いしたわ

けですが、採用試験については消防局で一括して行われて

おりますし、階級などもこの間整理をしてきているわけで

すが、ここからいざ採用となると、自賄い方式であること

から、それぞれの市町村で決定し、その合算が701名となる

ため、今回条例を改正するというふうに理解をいたしまし

た。職員定数が地域の実情に即して変更していく仕組みだ

ということで理解をしたわけですが、消防力で見ますと、

運営計画に示されている広域化前の十勝全体の人員充足率

は67.3パーセントでございました。消防本部別に見ますと、

低いところでは職員の充足率が45.3パーセントと非常に差

がある状況から広域化がスタートしているわけですが、消

防力における職員の配置というのは非常に重要だと考えて

おりますし、より適正な人員配置が求められることは運営

計画にも示されております。人員が基準数に満たないまま

でいるということは、職員一人ひとりが過重な任務を負っ

ていることになる、もしくは住民の命や財産を守る責務が

薄れているかのどちらかだという指摘も議会の議論の中で

行われてきたと思っております。階級や給与制度などの整

備が少しずつ進められてきたわけですが、広域消防として

十勝全体の消防力を高めるため、職員配置にも影響する自

賄い方式の解消はきちんと目指していかなければいけない

のではないかと考えるわけです。消防局として人員充足の

計画をどのように立てていくのか、消防力の充実を推進す

るための考え方についてお伺いをしておきたいと思います。 
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○ 有城 正憲 議長  広川浩嗣消防局次長。 

 

 

〇 広川 浩嗣 消防局次長 

今回消防力の基準における配置人員について、国の消防

力の整備指針に基づき、一旦735名と整理したところであり

ます。また、条例改正により、職員定数が701名となった場

合の十勝の人員充足率は95.4パーセントとなり、全国平均

が78.3パーセントでありますので、上回る状況となります。

充足率が100パーセントに届かない部分につきましては、消

防団との連携により災害対応してきた地域の歴史などもあ

り、現時点では特段災害対応に支障が生じているとは捉え

ていない状況であります。今後につきましても、広域化の

スケールメリットを活かしつつ、消防力の効果的な配置運

用について、引き続き検討・協議をしていく考えでありま

す。 

以上でございます。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  ほかに。 

18番中橋友子議員。 

 

 

〇 18番 中橋 友子 議員 

私も同じく消防力の充実に関わりまして、お伺いをした

いと思います。前段の質疑の関連で１つお伺いしたいこと

がありますので、先にお話をさせていただきます。消防職

員の充足率が、条例改正により職員定数が変わると90パー

セントを超えるということでありますけれども、そもそも

運営計画の中では、1,000名を超える人員が基準数として設

けられておりました。広域化による様々なメリットを活か

して、職員定数を少なくしても大丈夫だという判断から、

今回の条例改正を提案されているんだと思うんですけれど

も、運営計画との乖離が大きいだけに不安が残ります。広

域化スタートの時点では、人員の充足率が50パーセントに

満たないところもありましたけれども、今後広域消防で採

用されている方達が、管内19市町村どこにでも異動できる

ようにすることで、充足をしていくという方針を持ってい

られるのでしょうか。地域によっては、なかなか充足でき
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ないということも聞いておりますので、そういうことも解

消されていくのかどうかお伺いしたいと思います。 

次に、消防力に係る車両・庁舎・消防水利などについて

お伺いをしたいと思います。ご説明をいただきました新し

い消防力の基準の中で、新たな基準が示されております。

はしご自動車につきましては２台、化学消防車につきまし

ては６台、救助工作車につきましては４台ということであ

りますが、これも前段の質問と重複するところですが、運

営計画と比較しますと、化学消防車であれば11台だったも

のが６台に、救助工作車は14台だったものが４台にという

ことであります。こういった台数の乖離について、なぜそ

のような基準になったのかを２点目にお伺いいたします。 

また、広域化消防施設・設備整備計画につきましては、

昨年５月の臨時会の時に、今年度中に策定をされると承っ

ておりました。実際に計画書としては完成されているのか

伺いたいと思います。 

さらに、広域化されまして６年目に入ります。懸案とな

っている自賄い方式の解消につきましては、なかなか解消

の道が見えないまま今日まで来ております。新たな計画の

中では、自賄い方式の解消について、どのように位置付け

て進めていくのか、この点についても説明をいただきたい

と思います。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  広川浩嗣消防局次長。 

 

 

〇 広川 浩嗣 消防局次長 

私の方から、広域化消防施設・設備整備計画の部分につ

いてご説明いたします。運営計画では、車両の効率的な更

新整備計画が必要であると記載しておりまして、計画策定

に向けて協議・検討を進めてきた成果として、一旦このよ

うな形で報告させていただきました。当組合は全国一の管

轄面積を有しておりまして、山間部・沿岸部・河川・自動

車専用道路の有無・医療環境など、地域の実情も様々であ

ります。計画等で明確に何年に何をと貼り付けるものでは

なく、構成市町村でその都度状況を見ながら総合的に判断

していくものと考えており、今後の更新時期も目安として

一旦整理したところであります。今後についても、様々な
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ところから検討・協議をして進めていきたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  長谷川耕三消防局総務課長。 

 

 

〇 長谷川耕三 消防局総務課長・事務局主幹 

私の方から、職員の充足と異動についてお話をさせてい

ただきたいと思います。消防職員の定数につきましては、

先程も答弁させていただきましたが、消防局配置職員以外

は各消防署に配置する職員となってございまして、各市町

村や消防署から報告を受けた人数を合算し、定数を定めて

おります。そのほか採用等の話もございましたが、職員の

採用につきましては、消防局で一括して採用試験を行って

ございます。その後は配属になった消防署が所在する市町

村の帰属という形で職員の配置をしてございます。組合内

での異動のお話もされてございましたが、組合内での異動

は市町村間で合意があった場合可能でございます。現在４

署４名の職員が期限付きで消防署間での人事異動を行って

おります。最終的には帰属する市町村に所在する消防署に

帰任することとなってございまして、自賄い方式である当

面の間は、人事異動による定数管理は難しいと思いますが、

今後自賄い方式の解消と併せて整理をさせていただきたい

と思います。 

自賄い方式の解消の検討というお話でございますが、運

営計画におきましては、必ずしも自賄い方式の解消に期限

を設けておりません。人口減少や高齢化の影響などを見据

え、将来的に解消に向かっていくことは19市町村間で確認

されているところでございます。今般、自賄い方式を解消

するための前提条件でございます給与制度の統一や消防力

の基準といった課題につきまして、一定程度の整理が図ら

れることになりますので、次年度以降につきましても、自

賄い方式の解消に向けた協議について、引き続き検討を進

めていきたいと考えております。 

私からは以上でございます。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  18番中橋友子議員。 
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〇 18番 中橋 友子 議員 

広域化消防施設・設備整備計画についてなんですけれど

も、細かい数字を出して貼り付けていくというようなこと

はされないというご答弁でありました。計画期間が令和３

年度からの10年間と明記されているんですけれども、こう

いう長期間の計画は、やはり目標とする数字・方向性とい

うのを明確に示していかないと、計画として十分なものと

は言えないのではないでしょうか。その年その年の基準に

合わせて進めていきますということであれば、長期間の計

画を立てることなく進めていけるんだと思うんですけれど

も、消防力が充足されてない状況の中でスタートした広域

消防でありますから、資料はＡ３のペーパー１枚なんです

けれども、もっと詳細に分析をして、10年間でどこまで到

達させるのかというような明確な計画を私は期待していた

んですけれども、そうではなかったわけで、その点のお考

え、これでいいとのことでありましたけれども、十分では

ないというふうに思うんですが、再度いかがでしょうか。 

職員の関係なんですけれども、19市町村様々な条件の中

で、職員の方達は消防職員として職務を全うするため、そ

して生命と安全を守るために勤められていると思います。

ただ、地域差というものもありまして、人口の多い中心部

と人口が少ない遠距離の地域とは、採用条件は同じであっ

ても、そこに勤めていくということになっていけば、バラ

ンスをとっていくのが今後難しくなってくるんではないか

と思います。１つの組織でありますから、一定の異動の基

準なども設けながら、組合で採用し、指定した勤務地に赴

任していただくというような将来的な計画を持ってきちん

と充足をしていく、バランスをとっていくことも大事では

ないかと思います。そのためには、自賄い方式というのが

ネックになってきますので、それも含めて解消に向けてい

くべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  大石健二消防局次長。 

 

 

〇 大石 健二 消防局次長・事務局次長 

議員の方から自賄い方式の解消についてと、人事異動の

考え方についてお話をいただいてございますけれども、ま

ず、広域化以前に自賄い方式を継続するという協議の中で、
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各市町村が責任をもって消防力を充実していくことを確認

したうえで、自賄い方式で広域化をスタートさせていただ

いたという経緯がございます。組合内での異動も視野にと

いうようなお話もありましたけれども、市町村間の異動に

つきましても、給与や勤務条件などが統一されていないこ

とがネックになってございますし、そういった部分は５年

かけて協議をさせていただき、今回提案をさせていただい

たところでございます。特殊勤務手当などもそれぞれの旧

消防本部で違いがございましたし、そういった部分は今後

３年間の経過措置を経て統一される内容で提案させていた

だいておりますので、自賄い方式の解消については、制度

が統一された後に検討されていくものだと思ってございま

す。北海道内の他の消防事務組合も、ほとんどが自賄い方

式であることも事実でございますし、私どもも自賄い方式

であることが、住民にとって大きな影響があるのかと言い

ますと、それほどないというふうに思ってございますので、

将来的な人口減少や地域の状況・事情をしっかり見極めな

がら、自賄い方式の解消にあたっては、課題をしっかり洗

い出しさせていただきながら、検討を進めていきたいと考

えてございます。 

以上でございます。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  18番中橋友子議員。 

 

 

〇 18番 中橋 友子 議員 

今ご答弁がありましたけれども、ぜひ検討を進めていた

だきたいと思います。現在４名の方が組合内で異動され、

勤務されているんだろうと思うんですけれども、将来的な

人口問題なども含めて考えた場合には、異動の必要性が生

じてくるだろうと思います。ご答弁にもありましたように、

５年かかってようやく階級・給与等の統一が図られたわけ

ですから、１つのステップを踏み越えたというふうに思い

ます。次に向けて、ぜひ努力をしていただきたいと思いま

す。 

最後でありますけれども、広域化消防施設・設備整備計

画に戻りますが、細かい数字のお示しはありませんでした。

整備を進めていくうえで、車両の台数だけではなく、導入

からかなり年数の経った車両が多いことも、これまでの議
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会の中で議論されてきました。今回の計画の中で、例えば

消防自動車であれば、導入後20年から25年を更新目安にす

るとされておりますけれども、経過年数20年以上の車両の

割合は、令和２年４月１日時点で23.7パーセント、約４分

の１が該当すると思います。消防水利につきましては、運

営計画では、十勝全体の充足率は74.6パーセントとなって

おります。署所につきましても、建築後40年を超えるとこ

ろが10箇所あります。こういった状況を令和３年度の予算

の中では、どこまで更新していくのか、充足することがで

きるのか、最後にお伺いして終わりたいと思います。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  宮野裕範消防局消防救助課長。 

 

 

〇 宮野 裕範 消防局消防救助課長 

消防力につきましては、国の整備指針に基づきまして、

先程ご説明しましたように、地域の実情を考慮した十勝の

消防力の基準、また、更新目安を基本としました整備計画

を策定したところでございます。現時点におきましては、

自賄い方式の状況ということもございますので、広域前か

ら引き続き、構成市町村・各消防署でこれまで進めてきま

した更新予定に基づき整備等も進めているという状況でご

ざいますことから、来年度の予算に関しましても、これま

での構成市町村・各消防署の更新予定等に基づきまして予

算編成を進めている状況でございます。 

説明は以上でございます。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  ほかに。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 議長  ほかになければ、質疑を終わります。 

これから、一括して討論を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 議長  別になければ、討論を終わります。 
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これから、議案第２号から議案第５号まで及び議案第７

号の５件について、一括して採決を行います。 

おはかりいたします。 

議案第２号ほか４件については、いずれも原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 議長  ご異議なしと認めますので、議案第２号ほか４件は、い

ずれも原案のとおり可決されました。 

 

 

○ 有城 正憲 議長  以上で本日の日程は全部終わりました。 

これをもちまして、令和３年第１回とかち広域消防事務

組合議会定例会を閉会いたします。 

 

午後３時13分閉会 
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